
電気供給に関する重要事項説明書 

 

この書面は電気事業法第 2 条 13 第 2 項に従い、契約前に電気供給契約の重要な事項を 

説明するものです。詳細事項につきましては、電気供給約款をご確認ください。 

 

1. 申込方法 

ゼロワットパワー株式会社（以下、当社）所定の申込書によってお申込みいただきます。 

2. 申込・契約内容 

電気供給申込み・契約の詳細につきましては電気供給約款に従うものとします。約款はホームペ

ージ等で当社が適当と判断する方法にて提供します。法令の改正や社会的経済的な影響等、当社

が約款の変更を必要と判断した際は変更を行います。その際はホームページ等に一定期間掲載

することでお知らせします。 

3. 電気料金 

電気料金は基本料金・従量料金［燃料費調整（以下「燃調費」という。）を含む］及び再生可能

エネルギー発電促進賦課金の合計とします。詳細については料金メニューまたはお見積書をご

参照ください。シミュレーション結果は電気使用量に基づき算出した推定値となります。電気の

使用状況や燃調費の変化により実際の電気料金とは異なります。 

4. 電気料金のお知らせと料金のお支払いについて 

電気料金のお知らせは検針日から 10 営業日以内に当社が発行し通知します。事前に設定した振

替日に口座振替または 検針日から 30 日以内に口座振込にて支払うものとし、支払期日を過ぎ

た場合は 契約の解除や年 10 ％を乗じた延滞利息をお客様にご請求することがあります。 

5. 振り込み手数料 

電気料金等の振込に係る費用はお客さまにご負担いただきます。 

6. 工事及び工事費等の負担について 

スマートメーター(計量器)が未設置のお客さまは、一般送配電事業者が委託した工事会社により

計量器の取替工事が行われます。原則として、工事等に要するお客さまの費用負担はありません。

お申込み後にお客様の事情により供給開始とならなかった場合において、工事負担金が発生し

た場合は、託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者が見積算定した実費を当社がお客さまに

ご請求します。 

7. 供給開始予定日 

供給開始予定日は申込みを受け付け、標準処理期間（電力広域的運営推進機関への切替え申請、

及びメーター交換工事が必要な場合はそれに要する期間を含める。）満了後の最初の検針日とな

ります。前後する場合がございますので当社が発行する供給開始日のお知らせにてご確認くだ

さい。 

8. 使用量の計量および算定方法 

地域を管轄とする一般送配電事業者が設置する電力量計にて行います。算定方法は供給地点に

おける 30 分毎に計量される電力量を算定期間において合計した値により算定します。 

  



 

9. 契約期間 

契約期間は申込み時に合意した期間とします。契約期間満了 3 ヶ月前に当社から契約解除の申

し出が無い場合は、契約期間満了日より 1 年間の自動更新とします。 

10. 契約の変更または解約 

原則として契約期間中の契約の変更はできません。但し、やむを得ない場合は当社との協議の 

上、新しい契約内容に変更できます。その際お申し出により契約変更を行い、地域を管轄とする 

一般送配電事業者等への変更による精算金を求められた場合は、原則としてその精算金をお客

様にご請求することがあります。また、お申し出により契約期間満了日以前に契約を終了される

場合は、あらかじめ 3 ヶ月前迄に当社に通知していただきます。1 年未満の解約時に当社が地域

を管轄とする一般送配電事業者から託送供給等約款に基づく託送供給にかかわる料金および工

事費の請求があった場合、相当額を当社に支払うものとします。 

11. 契約電流・契約容量 

申込書に記載された契約電流または契約容量とし、電気供給約款の定めるところに従い、当社と

の協議により決定されます。 

12. 供給電圧及び周波数 

電気供給約款の定めるところに従います。 

13. 契約遵守事項 

お客様は電気工作物等に支障があり、または支障が生じる恐れがある場合等のご連絡、必要があ

る場合の立入業務、施設場所の無償提供、電気工作物の無償使用、計量器等の取り付け場所の無

償提供、お客様が設置した設備の無償使用、調査、保安等にご協力いただくことがあります。詳

細につきましては、電気供給約款をご確認ください。 

14. 契約締結後の書面交付義務 

本契約が成立した場合、当社は遅滞なく契約成立の通知書面を送付または表示します。 

電気供給約款についてはホームページに掲載する方法により交付するものとし、この点に同意

するものとします。 

本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の際は、ホームページまたはお問い

合わせ先までご連絡ください。 

（2017 年４月 1 日施行電気供給約款から抜粋） 

 

お問い合わせ窓口 

【社名】ゼロワットパワー株式会社（小売電気事業者登録番号：A0229） 

【所在地】〒277-0871 千葉県柏市若柴 178 番地 4  柏の葉キャンパス KOIL 

【電話】04-7126-0561(受付時間 平日９:00～18:00)【FAX】04-7126-0562 

【URL】http://zerowattpower.co.jp/ 【メール】info@zwp.co.jp（24 時間受付可能） 

停電等の緊急連絡先 

【社名】東京電力パワーグリッド株式会社 

【電話】0120-995-007（全日 24 時間受付可能）または、03-6375-9803（有料） 

http://zerowattpower.co.jp/

